
箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

Ⅷ   1 覚(新左衛門出入口論につき神鬮占) 延宝四年十二月大晦日 1通

Ⅷ   1-2
差出申一札之事(正月礼儀門松禁止違反につき

届)
延宝五年一月五日

Ⅷ   1-3 定り状之事(網年貢出入につき神鬮占請書) 延宝四年十二月晦日

Ⅷ   1-4 定り状の事(網年貢出入につき神鬮占請書) 延宝四年十二月晦日

Ⅷ   1-5 あつかいわび書状の事 延宝三年四月十六日

Ⅷ   1-6
乍恐指上申口上書覚(新左衛門･久左衛門網年

貢につき出入口上)
年不詳 以上六点貼り継いであり

Ⅷ   2
乍恐指上ケ申口上書之覚(小鈴ｹ谷村新左衛門

悪行につき百姓等苦情口上)
延宝五年三月 1通

Ⅷ   3
乍恐口上書差上ケ申御事(新左衛門悪行につき

口上)
年不詳 1通

Ⅷ   4
吸状之事(娘を女房に盗み取り奉公に出すなど

不届につき曖状)
貞享四年六月廿日 1通

Ⅷ   5
差上ケ申一札事(乱心者佐兵衛預り連判手形并

親類五人組請書)
元禄二年十月 1通

Ⅷ   6
指上申一札之事(小鈴ｹ谷村控山盗伐につき村

中過怠銀指上連判一札)(後欠)
元文二年六月 1通

Ⅷ   7
御詫状之事(東大高村百姓新右衛門小鈴ｹ谷村

山入山詫状)
宝暦四年二月 1通

Ⅷ   8
覚(小鈴ｹ谷村半兵衛村南山下いわき取り死亡

につき一家中連判手形)
宝暦十年二月二日 1通

Ⅷ   9 覚(御尋者金兵衛･定七不存知の旨注進) 申年七月(明和元年) 2通

Ⅷ  10 口上之覚(御尋者金兵衛･定七不存知の旨注進) 申年七月(明和元年) 3通

Ⅷ  11
乍恐御注進之事(御尋者金兵衛･定七不存知の

旨注進)
申年七月(明和元年) 1通

Ⅷ  12
覚(同名小鈴ｹ谷村百姓金左衛門･金兵衛につ

き注進)
申年七月(明和元年) 3通

Ⅷ  13
乍恐御達申上候御事(小鈴ｹ谷村海辺死骸一体

漂着届)
未年四月(天明七年) 1冊

Ⅷ  13-2 御達シ申上候御事(熱田浦水主死骸仮埋葬届) 未年四月(天明七年)

Ⅷ  13-3 覚(小鈴ｹ谷村浜辺流着死骸仮埋葬証文) 天明七年四月

Ⅷ  13-4 御達シ申上候御事(死骸受取につき上申) 未年四月(天明七年)

Ⅷ  13-5 御達し申上候事(死骸受取につき上申) 四月(天明七年)

Ⅷ  13-6 御達し申上候事(死骸受取につき上申) (天明七年ｶ)

Ⅷ  14 指出申一札之事(博奕詫状) 享和三年閏一月六日 1通

Ⅷ  15
差出申一札之事(文蔵不行跡につき五人組合へ

の詫び願)
天保十三年八月 1通

Ⅷ  16 覚(かるた商并博奕打無き旨上申) 子年七月八日 1通

Ⅷ  17 覚(博奕目付甚右衛門給金覚) 子年八月十八日 1通

Ⅷ  18 覚(博奕改役人甚右衛門給金覚) 年不詳 1通

Ⅷ  19 利右衛門徒申覚 年不詳 1通

Ⅷ  19-2 清九郎徒仕ル覚 申年四月

Ⅷ  20
(奉公人切米并追放人長八絞平につき見合次第

打ち殺すんべき旨申渡)
三月五日 1通

Ⅷ  21 (佐兵衛乱心御尋ねにつき申渡) 九月十日 1通

Ⅷ  22 (乱心者佐兵衛受取につき申渡) 九月十二日 1通

Ⅷ  23 (小鈴ｹ谷村庄八大谷村にて死亡につき注進) 十二月 1通


